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　福岡県告示第59号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第60号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　糟屋郡宇美町若草三丁目2652番１及び2670番７の各一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合し

ていない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物 

　　ふっ素及びその化合物
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第61号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番322の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第62号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第63号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第64号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第65号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第66号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第67号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第68号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第69号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第73号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第74号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第75号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　太宰府市大字北谷字熊崎905の82、905の83、905の85から905の87まで

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　字熊崎905の83・905の86・905の87（以上３筆について次の図に示す部分に限

る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び太宰府市役所に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第79号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の2第1項の規定に基づき､保安林の指定をする

ので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告示す

る。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　大野城市大字牛頸667の163、667の170

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　667の163・667の170（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び大野城市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　（仮称）ダイレックス宇美店

　⑵　所在地　糟屋郡宇美町光正寺二丁目4478番１　外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第70号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保

護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の

規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第71号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、休止していた指定医療機関から再開の届出があった

ので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合

を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第72号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第76号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその

例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第77号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　糟屋郡宇美町大字炭焼字桃ノ木203、字原田谷山283の22

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字桃ノ木203（次の図に示す部分に限る。）、字原田谷山283の22

　　　（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び宇美町役場に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第78号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九

州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　Ｄ＆Ｄ行橋店

　⑵　所在地　行橋市中津熊285－１

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　にしてつストア　レガネット美鈴の杜

　⑵　所在地　小郡市美鈴の杜一丁目１番地３

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県情報公開条例（平成13年福岡県条例第５号）第39条の規定に基づき、平成26年

度における同条例の運用状況を次のとおり公表する。

　平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況（平成27年７月17日福岡県公報第3711号公

告）は、記載内容に誤りがあったため、取り消す。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
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　　　　告　　　示（第59号－第79号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………４

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定医療機関の再開の届出 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の所在地の変更 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の廃止 （保護・援護課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………８

　　　　公　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………９

○平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況 （県民情報広報課）……………９

○平成26年度福岡県個人情報保護条例の運用状況　　（県民情報広報課）……………18

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （調　整　課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （公園街路課）……………30

○公共測量の実施（県が測量計画機関となった場合）（県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

　　　　雑　　　報

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………32

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………35

　福岡県告示第59号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第60号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　糟屋郡宇美町若草三丁目2652番１及び2670番７の各一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合し

ていない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物 

　　ふっ素及びその化合物
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第61号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番322の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第62号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第63号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第64号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第65号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第66号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第67号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第68号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第69号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第73号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第74号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第75号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　太宰府市大字北谷字熊崎905の82、905の83、905の85から905の87まで

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　字熊崎905の83・905の86・905の87（以上３筆について次の図に示す部分に限

る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び太宰府市役所に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第79号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の2第1項の規定に基づき､保安林の指定をする

ので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告示す

る。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　大野城市大字牛頸667の163、667の170

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　667の163・667の170（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び大野城市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　（仮称）ダイレックス宇美店

　⑵　所在地　糟屋郡宇美町光正寺二丁目4478番１　外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第70号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保

護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の

規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第71号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、休止していた指定医療機関から再開の届出があった

ので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合

を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第72号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第76号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその

例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第77号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　糟屋郡宇美町大字炭焼字桃ノ木203、字原田谷山283の22

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字桃ノ木203（次の図に示す部分に限る。）、字原田谷山283の22

　　　（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び宇美町役場に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第78号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九

州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　Ｄ＆Ｄ行橋店

　⑵　所在地　行橋市中津熊285－１

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　にしてつストア　レガネット美鈴の杜

　⑵　所在地　小郡市美鈴の杜一丁目１番地３

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県情報公開条例（平成13年福岡県条例第５号）第39条の規定に基づき、平成26年

度における同条例の運用状況を次のとおり公表する。

　平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況（平成27年７月17日福岡県公報第3711号公

告）は、記載内容に誤りがあったため、取り消す。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

直方

道路の
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路　線　名

新　延 
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前
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～
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～
42.7

608.7

793.5後

区　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

鞍手郡鞍手町大字中山23
47番７先から
鞍手郡鞍手町大字中山22
22番１先まで

鞍手郡鞍手町大字中山23
47番７先から
鞍手郡鞍手町大字中山22
22番１先まで
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　　　　告　　　示（第59号－第79号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………４

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定医療機関の再開の届出 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の所在地の変更 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の廃止 （保護・援護課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………８

　　　　公　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………９

○平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況 （県民情報広報課）……………９

○平成26年度福岡県個人情報保護条例の運用状況　　（県民情報広報課）……………18

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （調　整　課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （公園街路課）……………30

○公共測量の実施（県が測量計画機関となった場合）（県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

　　　　雑　　　報

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………32

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………35

　福岡県告示第59号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第60号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　糟屋郡宇美町若草三丁目2652番１及び2670番７の各一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合し

ていない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物 

　　ふっ素及びその化合物
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第61号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番322の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第62号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第63号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第64号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第65号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第66号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第67号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第68号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第69号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第73号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第74号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第75号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　太宰府市大字北谷字熊崎905の82、905の83、905の85から905の87まで

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　字熊崎905の83・905の86・905の87（以上３筆について次の図に示す部分に限

る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び太宰府市役所に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第79号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の2第1項の規定に基づき､保安林の指定をする

ので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告示す

る。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　大野城市大字牛頸667の163、667の170

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　667の163・667の170（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び大野城市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　（仮称）ダイレックス宇美店

　⑵　所在地　糟屋郡宇美町光正寺二丁目4478番１　外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第70号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保

護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の

規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第71号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、休止していた指定医療機関から再開の届出があった

ので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合

を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第72号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第76号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその

例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第77号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　糟屋郡宇美町大字炭焼字桃ノ木203、字原田谷山283の22

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字桃ノ木203（次の図に示す部分に限る。）、字原田谷山283の22

　　　（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び宇美町役場に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第78号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九

州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　Ｄ＆Ｄ行橋店

　⑵　所在地　行橋市中津熊285－１

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　にしてつストア　レガネット美鈴の杜

　⑵　所在地　小郡市美鈴の杜一丁目１番地３

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県情報公開条例（平成13年福岡県条例第５号）第39条の規定に基づき、平成26年

度における同条例の運用状況を次のとおり公表する。

　平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況（平成27年７月17日福岡県公報第3711号公

告）は、記載内容に誤りがあったため、取り消す。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

南筑後

道路の
種　類

県道

路　線　名

久留米 
線柳　川

変　更
前後別

前
13.0
～
34.6

13.0
～
34.6

642.0

642.0後

区　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

三潴郡大木町大字上八院
1861番１先から
三潴郡大木町大字上八院
1587番１先まで

三潴郡大木町大字上八院
1861番１先から
三潴郡大木町大字上八院
1587番１先まで

県土整備
事務所名

南筑後

道路の
種　類

県道

路　線　名

久留米 
線柳　川

変　更
前後別

前
13.0
～
14.0

13.0
～
25.0

184.0

184.0後

区　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

三潴郡大木町大字上八院
1587番１先から
三潴郡大木町大字八町牟
田696番１先まで

三潴郡大木町大字上八院
1587番１先から
三潴郡大木町大字八町牟
田696番１先まで

県土整備
事務所名 路　線　名 供 用 開 始 の 区 間

南筑後
久留米 

線柳　川
三潴郡大木町大字上八院1861番１先から
三潴郡大木町大字上八院1587番１先まで

県土整備
事務所名 路　線　名 供 用 開 始 の 区 間

福　岡
福　岡
志　摩 線
前　原

糸島市志摩師吉131番43先から
糸島市志摩師吉131番14先まで
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　　　　告　　　示（第59号－第79号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………４

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定医療機関の再開の届出 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の所在地の変更 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の廃止 （保護・援護課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………８

　　　　公　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………９

○平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況 （県民情報広報課）……………９

○平成26年度福岡県個人情報保護条例の運用状況　　（県民情報広報課）……………18

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （調　整　課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （公園街路課）……………30

○公共測量の実施（県が測量計画機関となった場合）（県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

　　　　雑　　　報

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………32

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………35

　福岡県告示第59号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第60号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　糟屋郡宇美町若草三丁目2652番１及び2670番７の各一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合し

ていない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物 

　　ふっ素及びその化合物
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第61号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番322の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第62号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第63号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第64号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第65号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第66号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第67号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第68号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第69号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第73号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第74号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第75号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　太宰府市大字北谷字熊崎905の82、905の83、905の85から905の87まで

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　字熊崎905の83・905の86・905の87（以上３筆について次の図に示す部分に限

る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び太宰府市役所に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第79号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の2第1項の規定に基づき､保安林の指定をする

ので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告示す

る。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　大野城市大字牛頸667の163、667の170

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　667の163・667の170（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び大野城市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　（仮称）ダイレックス宇美店

　⑵　所在地　糟屋郡宇美町光正寺二丁目4478番１　外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第70号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保

護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の

規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第71号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、休止していた指定医療機関から再開の届出があった

ので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合

を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第72号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第76号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその

例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第77号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　糟屋郡宇美町大字炭焼字桃ノ木203、字原田谷山283の22

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字桃ノ木203（次の図に示す部分に限る。）、字原田谷山283の22

　　　（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び宇美町役場に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第78号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九

州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　Ｄ＆Ｄ行橋店

　⑵　所在地　行橋市中津熊285－１

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　にしてつストア　レガネット美鈴の杜

　⑵　所在地　小郡市美鈴の杜一丁目１番地３

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県情報公開条例（平成13年福岡県条例第５号）第39条の規定に基づき、平成26年

度における同条例の運用状況を次のとおり公表する。

　平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況（平成27年７月17日福岡県公報第3711号公

告）は、記載内容に誤りがあったため、取り消す。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

朝倉

道路の
種　類

一般
国道

路　線　名

500号

変　更
前後別

前
5.5
～

102.0

7.7
～

360.0

7,191.7

5,206.0前

区　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

朝倉郡東峰村大字小石原
1744番１先から
朝倉市江川1444番１先ま
で

朝倉郡東峰村大字小石原
1744番１先から
朝倉市江川1444番１先ま
で

5.5
～

102.0
7,191.7後

朝倉郡東峰村大字小石原
1744番１先から
朝倉市江川1444番１先ま
で

8.2
～

219.0
5,209.0後

朝倉郡東峰村大字小石原
1744番１先から
朝倉市江川1444番１先ま
で

南筑後
久留米 

線柳　川
三潴郡大木町大字上八院1587番１先から
三潴郡大木町大字八町牟田696番１先まで

指定番号 旧　名　称 新　名　称 所　在　地 変更年月日

大生歯
214

大牟田まさむね歯
科医院

ありあけデンタル
クリニック

大牟田市有明町二丁目
２番１号　ワイズスク
エア２階

H27・11・12

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 指定年月日

田川生10

田川生９

福津生55

永川外科医院

柳瀬外科医院

時計台クリニック

田川郡大任町大字今任原2830－１

田川郡添田町大字添田1409

福津市若木台一丁目１－12

H27・12・１

H27・12・２

H27・12・１

田生訪17

飯生柔164

飯生歯161

朝倉生歯
37

訪問看護　一会

アイン薬局飯塚店

佐野歯科クリニック

なるみ歯科クリニック

田川市魚町10－24

飯塚市新飯塚９－６

飯塚市中321－１

朝倉市一木688－４

H27・10・１

H27・11・１

H27・12・１

H27・12・１
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　　　　告　　　示（第59号－第79号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………４

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定医療機関の再開の届出 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の所在地の変更 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の廃止 （保護・援護課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………８

　　　　公　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………９

○平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況 （県民情報広報課）……………９

○平成26年度福岡県個人情報保護条例の運用状況　　（県民情報広報課）……………18

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （調　整　課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （公園街路課）……………30

○公共測量の実施（県が測量計画機関となった場合）（県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

　　　　雑　　　報

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………32

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………35

　福岡県告示第59号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第60号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　糟屋郡宇美町若草三丁目2652番１及び2670番７の各一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合し

ていない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物 

　　ふっ素及びその化合物
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第61号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番322の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第62号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第63号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第64号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第65号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第66号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第67号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第68号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第69号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第73号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第74号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第75号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　太宰府市大字北谷字熊崎905の82、905の83、905の85から905の87まで

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　字熊崎905の83・905の86・905の87（以上３筆について次の図に示す部分に限

る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び太宰府市役所に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第79号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の2第1項の規定に基づき､保安林の指定をする

ので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告示す

る。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　大野城市大字牛頸667の163、667の170

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　667の163・667の170（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び大野城市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　（仮称）ダイレックス宇美店

　⑵　所在地　糟屋郡宇美町光正寺二丁目4478番１　外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第70号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保

護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の

規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第71号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、休止していた指定医療機関から再開の届出があった

ので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合

を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第72号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第76号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその

例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第77号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　糟屋郡宇美町大字炭焼字桃ノ木203、字原田谷山283の22

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字桃ノ木203（次の図に示す部分に限る。）、字原田谷山283の22

　　　（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び宇美町役場に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第78号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九

州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　Ｄ＆Ｄ行橋店

　⑵　所在地　行橋市中津熊285－１

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　にしてつストア　レガネット美鈴の杜

　⑵　所在地　小郡市美鈴の杜一丁目１番地３

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県情報公開条例（平成13年福岡県条例第５号）第39条の規定に基づき、平成26年

度における同条例の運用状況を次のとおり公表する。

　平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況（平成27年７月17日福岡県公報第3711号公

告）は、記載内容に誤りがあったため、取り消す。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

指定番号 名　　称 旧所在地 新所在地 変更年月日

女生訪１
柳育会訪問看
護ステーショ
ン

八女郡広川町大字六田
351－８

八女市吉田137－１ H27・12・１

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

飯生薬159

飯生薬121

粕生薬147

飯生歯96

朝倉生歯
33

大生58

大川生56

田地生91

田地生74

福津生43

アイン薬局飯塚店

有限会社大和薬局　

タケシタ調剤薬局　宇美
店

佐野歯科クリニック

なるみ歯科クリニック

吉原医院

田中整形外科医院

永川外科麻酔科医院

柳瀬外科医院

時計台クリニック

飯塚市新飯塚９－６

飯塚市阿恵384－８

糟屋郡宇美町宇美四丁目１－３－
２Ｆ

飯塚市中321－１

朝倉市一木688－４

大牟田市新勝立町五丁目84

大川市大字下牟田口476－12

田川郡大任町大字今任原2830－１

田川郡添田町大字添田1409

福津市若木台一丁目１－12

H27・10・31

H27・11・30

H27・11・20

H27・11・30

H27・11・30

H27・11・30

H27・７・31

H27・11・30

H27・12・１

H27・11・30

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 再開年月日

う生薬18 ワタナベ薬局吉井店 うきは市吉井町富永1105－７ H27・７・４

指定番号 氏名又は名称 所　　在　　地 指定年月日

筑紫地生
柔30

う生柔６

大生柔80

行生マ６

奥嶋　晃（なかがわ整骨
院）

齋藤　裕也（うきは鍼灸
・整骨院）

花田　紫（ゆかり整骨院
）

柿山　義治（訪問マッサ
ージ　おだやか）

筑紫郡那珂川町中原三丁目127

うきは市浮羽町朝田590－11

大牟田市上屋敷町二丁目１－18

行橋市大字稲童3106－46

H27・11・14

H28・１・４

H28・１・15

H27・10・６
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　　　　告　　　示（第59号－第79号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………４

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定医療機関の再開の届出 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の所在地の変更 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の廃止 （保護・援護課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………８

　　　　公　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………９

○平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況 （県民情報広報課）……………９

○平成26年度福岡県個人情報保護条例の運用状況　　（県民情報広報課）……………18

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （調　整　課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （公園街路課）……………30

○公共測量の実施（県が測量計画機関となった場合）（県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

　　　　雑　　　報

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………32

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………35

　福岡県告示第59号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第60号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　糟屋郡宇美町若草三丁目2652番１及び2670番７の各一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合し

ていない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物 

　　ふっ素及びその化合物
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第61号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番322の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第62号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第63号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第64号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第65号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第66号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第67号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第68号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第69号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第73号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第74号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第75号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　太宰府市大字北谷字熊崎905の82、905の83、905の85から905の87まで

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　字熊崎905の83・905の86・905の87（以上３筆について次の図に示す部分に限

る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び太宰府市役所に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第79号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の2第1項の規定に基づき､保安林の指定をする

ので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告示す

る。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　大野城市大字牛頸667の163、667の170

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　667の163・667の170（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び大野城市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　（仮称）ダイレックス宇美店

　⑵　所在地　糟屋郡宇美町光正寺二丁目4478番１　外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第70号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保

護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の

規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第71号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、休止していた指定医療機関から再開の届出があった

ので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合

を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第72号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第76号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその

例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第77号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　糟屋郡宇美町大字炭焼字桃ノ木203、字原田谷山283の22

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字桃ノ木203（次の図に示す部分に限る。）、字原田谷山283の22

　　　（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び宇美町役場に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第78号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九

州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　Ｄ＆Ｄ行橋店

　⑵　所在地　行橋市中津熊285－１

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　にしてつストア　レガネット美鈴の杜

　⑵　所在地　小郡市美鈴の杜一丁目１番地３

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県情報公開条例（平成13年福岡県条例第５号）第39条の規定に基づき、平成26年

度における同条例の運用状況を次のとおり公表する。

　平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況（平成27年７月17日福岡県公報第3711号公

告）は、記載内容に誤りがあったため、取り消す。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

粕生柔127

う生柔４

田生マ31

藤田　樹哉（新宮中央整
骨院）

髙松　重之（うきは整骨
院）

佐藤　直樹（さわやかマ
ッサージ）

糟屋郡新宮町杜の宮四丁目５－
11

うきは市浮羽町朝田590－11

田川市大字伊田3478

H27・11・１

H27・12・31

H27・11・30

う生はき３

粕生柔129

粕生柔128

粕生柔127

齋藤　裕也（うきは鍼灸
・整骨院）

宮崎　誠士（新宮中央整
骨院）

西脇　翔平（新宮中央整
骨院）

藤田　樹哉（新宮中央整
骨院）

うきは市浮羽町朝田590－11

糟屋郡新宮町杜の宮四丁目５－
11

糟屋郡新宮町杜の宮四丁目５－
11

糟屋郡新宮町杜の宮四丁目５－
11

H28・１・４

H27・11・１

H27・５・16

H27・５・16

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 指定年月日 サービス項目

柳居21

宗遠介14

行支44

大川居49

大介歯214

朝倉介歯36

ネットワーク三
橋ヘルパーステ
ーション

芦屋中央病院

アバン・ケアプ
ランセンター

ヘルパーステー
ション花華

ありあけデンタ
ルクリニック

うきは歯科クリ
ニック

柳川市三橋町五拾町290－
２

遠賀郡芦屋町幸町８－30

行橋市大字大野井871－１

大川市大字向島字北九友田
1598－１

大牟田市有明町二丁目２番
１号　ワイズスクエア２階

朝倉市堤724－１

H28・１・１

H27・４・１

H27・12・１

H28・１－４

H27・11・１

H27・11・１

訪介・予訪介

訪看・訪リ・
居管・予訪看
・予訪リ・予
居管

居支・予支援

訪介・予訪介

居管・予居管

居管・予居管

指定番号 名　　称 旧所在地 新所在地 変更年月日
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　　　　告　　　示（第59号－第79号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………４

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定医療機関の再開の届出 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の所在地の変更 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の廃止 （保護・援護課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………８

　　　　公　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………９

○平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況 （県民情報広報課）……………９

○平成26年度福岡県個人情報保護条例の運用状況　　（県民情報広報課）……………18

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （調　整　課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （公園街路課）……………30

○公共測量の実施（県が測量計画機関となった場合）（県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

　　　　雑　　　報

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………32

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………35

　福岡県告示第59号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第60号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　糟屋郡宇美町若草三丁目2652番１及び2670番７の各一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合し

ていない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物 

　　ふっ素及びその化合物
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第61号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番322の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第62号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第63号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第64号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第65号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第66号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第67号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第68号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第69号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第73号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第74号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第75号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　太宰府市大字北谷字熊崎905の82、905の83、905の85から905の87まで

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　字熊崎905の83・905の86・905の87（以上３筆について次の図に示す部分に限

る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び太宰府市役所に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第79号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の2第1項の規定に基づき､保安林の指定をする

ので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告示す

る。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　大野城市大字牛頸667の163、667の170

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　667の163・667の170（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び大野城市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　（仮称）ダイレックス宇美店

　⑵　所在地　糟屋郡宇美町光正寺二丁目4478番１　外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第70号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保

護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の

規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第71号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、休止していた指定医療機関から再開の届出があった

ので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合

を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第72号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第76号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその

例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第77号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　糟屋郡宇美町大字炭焼字桃ノ木203、字原田谷山283の22

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字桃ノ木203（次の図に示す部分に限る。）、字原田谷山283の22

　　　（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び宇美町役場に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第78号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九

州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　Ｄ＆Ｄ行橋店

　⑵　所在地　行橋市中津熊285－１

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　にしてつストア　レガネット美鈴の杜

　⑵　所在地　小郡市美鈴の杜一丁目１番地３

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県情報公開条例（平成13年福岡県条例第５号）第39条の規定に基づき、平成26年

度における同条例の運用状況を次のとおり公表する。

　平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況（平成27年７月17日福岡県公報第3711号公

告）は、記載内容に誤りがあったため、取り消す。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

柳居31

福津居62

福津居58

筑紫居85

中居22

田居148

飯居74

飯居352

大介58

大川介56

敬和苑ヘルパーステーシ
ョン

通所介護事業所エルスリ
ー福岡福津

訪問介護事業所エルスリ
ー福岡福津

通所介護事業所エルスリ
ー筑紫野

なかまヘルパーステーシ
ョン

つくしデイサービス田川

介護サービスこはる

アイン薬局飯塚店

吉原医院

田中整形外科医院

柳川市大和町栄220－２

福津市福間駅東二丁目９－５

福津市福間駅東二丁目９－５

筑紫野市大字立明寺588－１

中間市通谷三丁目８－21

田川市平松町３－74

飯塚市幸袋471－１

飯塚市新飯塚９－６

大牟田市新勝立町五丁目84

大川市大字下牟田口476－12

H27・12・31

H27・11・30

H27・11・30

H27・12・１

H27・11・30

H27・12・31

H27・10・31

H27・10・31

H27・11・30

H27・７・31

宗遠居22
通所介護花美
・菜の花

遠賀郡芦屋町花美坂14
－１

遠賀郡芦屋町大字山鹿
380－２

H27・９・１
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　福岡県告示第59号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第60号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　糟屋郡宇美町若草三丁目2652番１及び2670番７の各一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合し

ていない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物 

　　ふっ素及びその化合物
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第61号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番322の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第62号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第63号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第64号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第65号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第66号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第67号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第68号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第69号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第73号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第74号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第75号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　太宰府市大字北谷字熊崎905の82、905の83、905の85から905の87まで

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　字熊崎905の83・905の86・905の87（以上３筆について次の図に示す部分に限

る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び太宰府市役所に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第79号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の2第1項の規定に基づき､保安林の指定をする

ので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告示す

る。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　大野城市大字牛頸667の163、667の170

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　667の163・667の170（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び大野城市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　（仮称）ダイレックス宇美店

　⑵　所在地　糟屋郡宇美町光正寺二丁目4478番１　外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第70号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保

護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の

規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第71号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、休止していた指定医療機関から再開の届出があった

ので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合

を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第72号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第76号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその

例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第77号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　糟屋郡宇美町大字炭焼字桃ノ木203、字原田谷山283の22

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字桃ノ木203（次の図に示す部分に限る。）、字原田谷山283の22

　　　（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び宇美町役場に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第78号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九

州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　Ｄ＆Ｄ行橋店

　⑵　所在地　行橋市中津熊285－１

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　にしてつストア　レガネット美鈴の杜

　⑵　所在地　小郡市美鈴の杜一丁目１番地３

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県情報公開条例（平成13年福岡県条例第５号）第39条の規定に基づき、平成26年

度における同条例の運用状況を次のとおり公表する。

　平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況（平成27年７月17日福岡県公報第3711号公

告）は、記載内容に誤りがあったため、取り消す。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
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　　　　告　　　示（第59号－第79号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………３

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………３

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………４

○生活保護法に基づく医療機関の指定 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の名称及び所在地の変更

 （保護・援護課）……………４

○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定医療機関の再開の届出 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく施術者の指定 （保護・援護課）……………５

○生活保護法に基づく指定を受けた施術者の廃止 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく介護機関の指定 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の所在地の変更 （保護・援護課）……………６

○生活保護法に基づく指定介護機関の廃止 （保護・援護課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………７

○保安林の所在場所等 （農山漁村振興課）……………８

　　　　公　　　告

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………８

○大規模小売店舗立地法に基づき市町村から聴取した意見等

 （中小企業振興課）……………９

○平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況 （県民情報広報課）……………９

○平成26年度福岡県個人情報保護条例の運用状況　　（県民情報広報課）……………18

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （調　整　課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○特定非営利活動法人の定款変更の認証申請 （社会活動推進課）……………29

○意見公募手続を実施しなかった理由等の公示 （公園街路課）……………30

○公共測量の実施（県が測量計画機関となった場合）（県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………30

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………31

○公共測量の実施 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

○公共測量の終了 （県土整備総務課）……………32

　　　　雑　　　報

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………32

○審議会の答申に係る福岡県意見書提出制度要綱の規定に基づく意見の募集

……………35

　福岡県告示第59号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第60号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　糟屋郡宇美町若草三丁目2652番１及び2670番７の各一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号）第31条第１項の基準に適合し

ていない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物 

　　ふっ素及びその化合物
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第61号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番322の一部

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第62号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第63号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第64号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第65号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第66号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成28年１月26日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第67号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第68号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並

びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法

第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよう

に告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第69号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があ

ったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第73号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２

（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶

者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４

項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施

術者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第74号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項（中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律

（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるもの

とされた場合を含む。）の規定に基づき、介護機関の指定をしたので、生活保護法第55

条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ

り次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第75号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から所在地の変更の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項にお

いてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　　太宰府市大字北谷字熊崎905の82、905の83、905の85から905の87まで

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　字熊崎905の83・905の86・905の87（以上３筆について次の図に示す部分に限

る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び太宰府市役所に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第79号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の2第1項の規定に基づき､保安林の指定をする

ので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告示す

る。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　大野城市大字牛頸667の163、667の170

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　667の163・667の170（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び大野城市役所に備え置いて縦覧に供する。）

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　（仮称）ダイレックス宇美店

　⑵　所在地　糟屋郡宇美町光正寺二丁目4478番１　外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

２　所在地の変更

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第70号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保

護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の

規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第71号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、休止していた指定医療機関から再開の届出があった

ので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合

を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第72号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとさ

れた場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３

（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次の

ように告示する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第76号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条

第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定介護機

関から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその

例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第77号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　糟屋郡宇美町大字炭焼字桃ノ木203、字原田谷山283の22

２　指定の目的

　　土砂の流出の防備

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　字桃ノ木203（次の図に示す部分に限る。）、字原田谷山283の22

　　　（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を、定めない。

ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　⑵　立木の伐採の限度

　　　次のとおりとする。

　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県農林水

産部農山漁村振興課及び宇美町役場に備え置いて縦覧に供する。）
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第78号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び北九

州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　Ｄ＆Ｄ行橋店

　⑵　所在地　行橋市中津熊285－１

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び久留

米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　にしてつストア　レガネット美鈴の杜

　⑵　所在地　小郡市美鈴の杜一丁目１番地３

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県情報公開条例（平成13年福岡県条例第５号）第39条の規定に基づき、平成26年

度における同条例の運用状況を次のとおり公表する。

　平成26年度福岡県情報公開条例の運用状況（平成27年７月17日福岡県公報第3711号公

告）は、記載内容に誤りがあったため、取り消す。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　
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18 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県個人情報保護条例（平成16年福岡県条例第57号）第68条の規定に基づき、平成

26年度における同条例の運用状況を次のとおり公表する。

　平成26年度福岡県個人情報保護条例の運用状況（平成27年７月17日福岡県公報第3711

号公告）は、記載内容に誤りがあったため、取り消す。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　
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ドルフ・シュタイナーの教育思想を基礎としながら、子どもたちが安心して過ごし

、成長していける場をつくるとともに、教師と親がともに学び続けていける場をつ

くることを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県都市公園条例施行規則（昭和52年福岡県規則第

27号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県建築都市部公園街路課に備え置きます。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　学校教育法等の一部を改正する法律（平成27年法律第46号）の制定に伴い、当然必

要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号

に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成28年１月26日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように実施するの

で、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（水準測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（ＧＮＳＳ測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所長から次のように公共測量を実施する

旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所長から次のように公共測量を実施する

旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より大野城市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

　福岡県環境審議会公告

　福岡県災害廃棄物処理計画に係る答申案に関し、審議会の答申に係る福岡県意見書提

出制度要綱（平成12年２月29日11行改推第92号）第２条第１項の規定により次のとおり

意見を募集しますので、意見書を提出される方は、別紙意見書の様式により、所定の期

間内に提出してください。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県環境審議会会長　浅　野　　直　人　　

１　意見募集の対象となる答申案

　　福岡県災害廃棄物処理計画に係る答申案

２　答申案

　答申案は、県民情報センター及び地区県民情報コーナーで閲覧に供するほか、イン

ターネットの福岡県ホームページに登載する。

３　答申案の閲覧場所

　⑴　閲覧場所

　　ア　県民情報センター（福岡市博多区東公園７－７　県庁行政棟内）

　　イ　北九州県民情報コーナー（北九州市小倉北区城内７－８　小倉総合庁舎内）

　　ウ　筑後県民情報コーナー（久留米市合川町1642－１　久留米総合庁舎内）

　　エ　筑豊県民情報センター（飯塚市新立岩８－１　飯塚総合庁舎内）

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県男女共同参画センター、福岡県人権啓発情報セ

ンター及び福岡県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成８年福

岡県規則第55号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課に備え置きます。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　学校教育法等の一部を改正する法律（平成27年法律第46号）の制定に伴い、当然必

要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号

に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成28年１月26日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成28年１月６日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人わつなぎ

　⑵　代表者の氏名

　　　福田　磯美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　築上郡吉富町大字幸子392番地４

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、地域の人々・全国・世界の人々との連帯を意識し、自然環境との共

生できる循環型社会に寄与しつつ、子育ての環境づくり、しょうがい児（者）の発

達の保障と生きがい・居場所づくりのための事業や、雇用確保のための条件整備に

かかわる事業を行う。同時に、失業者の雇用確保のために農業、林業、漁業、加工

業、および「地産地消」を軸とした産直型経済循環をになう流通のための事業を行

う。また、協働する仲間の連帯と絆づくりにつとめ、「人間が主人公」の社会に資

する活動を行い、社会全体の利益に寄与することを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成28年１月12日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　ＮＰＯ法人賢治の学校ふくおか

　⑵　代表者の氏名

　　　牧野　奈巳

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市宮司浜三丁目６番26号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、「子どもも大人も生きる希望のもてる社会づくり」を目指して、ル

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、岡垣町長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、福岡市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、大野城市乙金第二土地区画整理組合理事長から次のように公共測量を実施する旨

の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示

する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量、出来形確認測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　　オ　京築県民情報コーナー（行橋市中央１－２－１　行橋総合庁舎内）

　⑵　インターネットの福岡県のホームページアドレス

　　　http://www.pref.fukuoka.lg.jp

４　意見の提出期間

　　平成28年１月28日から平成28年２月10日まで（必着）

５　意見書の提出方法

　　持参、郵送、ファクシミリ又は電子メール

６　意見書の提出先

　　福岡県環境部廃棄物対策課

　　（住所）　〒812－8577　福岡市博多区東公園７－７

　　（ファクシミリ）　092－643－3365

　　（電子メール）　　haiki@pref.fukuoka.lg.jp 
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ドルフ・シュタイナーの教育思想を基礎としながら、子どもたちが安心して過ごし

、成長していける場をつくるとともに、教師と親がともに学び続けていける場をつ

くることを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県都市公園条例施行規則（昭和52年福岡県規則第

27号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県建築都市部公園街路課に備え置きます。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　学校教育法等の一部を改正する法律（平成27年法律第46号）の制定に伴い、当然必

要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号

に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成28年１月26日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように実施するの

で、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（水準測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（ＧＮＳＳ測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所長から次のように公共測量を実施する

旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所長から次のように公共測量を実施する

旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より大野城市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

　福岡県環境審議会公告

　福岡県災害廃棄物処理計画に係る答申案に関し、審議会の答申に係る福岡県意見書提

出制度要綱（平成12年２月29日11行改推第92号）第２条第１項の規定により次のとおり

意見を募集しますので、意見書を提出される方は、別紙意見書の様式により、所定の期

間内に提出してください。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県環境審議会会長　浅　野　　直　人　　

１　意見募集の対象となる答申案

　　福岡県災害廃棄物処理計画に係る答申案

２　答申案

　答申案は、県民情報センター及び地区県民情報コーナーで閲覧に供するほか、イン

ターネットの福岡県ホームページに登載する。

３　答申案の閲覧場所

　⑴　閲覧場所

　　ア　県民情報センター（福岡市博多区東公園７－７　県庁行政棟内）

　　イ　北九州県民情報コーナー（北九州市小倉北区城内７－８　小倉総合庁舎内）

　　ウ　筑後県民情報コーナー（久留米市合川町1642－１　久留米総合庁舎内）

　　エ　筑豊県民情報センター（飯塚市新立岩８－１　飯塚総合庁舎内）

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県男女共同参画センター、福岡県人権啓発情報セ

ンター及び福岡県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成８年福

岡県規則第55号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課に備え置きます。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　学校教育法等の一部を改正する法律（平成27年法律第46号）の制定に伴い、当然必

要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号

に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成28年１月26日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成28年１月６日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人わつなぎ

　⑵　代表者の氏名

　　　福田　磯美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　築上郡吉富町大字幸子392番地４

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、地域の人々・全国・世界の人々との連帯を意識し、自然環境との共

生できる循環型社会に寄与しつつ、子育ての環境づくり、しょうがい児（者）の発

達の保障と生きがい・居場所づくりのための事業や、雇用確保のための条件整備に

かかわる事業を行う。同時に、失業者の雇用確保のために農業、林業、漁業、加工

業、および「地産地消」を軸とした産直型経済循環をになう流通のための事業を行

う。また、協働する仲間の連帯と絆づくりにつとめ、「人間が主人公」の社会に資

する活動を行い、社会全体の利益に寄与することを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成28年１月12日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　ＮＰＯ法人賢治の学校ふくおか

　⑵　代表者の氏名

　　　牧野　奈巳

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市宮司浜三丁目６番26号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、「子どもも大人も生きる希望のもてる社会づくり」を目指して、ル

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、岡垣町長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、福岡市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、大野城市乙金第二土地区画整理組合理事長から次のように公共測量を実施する旨

の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示

する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量、出来形確認測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　　オ　京築県民情報コーナー（行橋市中央１－２－１　行橋総合庁舎内）

　⑵　インターネットの福岡県のホームページアドレス

　　　http://www.pref.fukuoka.lg.jp

４　意見の提出期間

　　平成28年１月28日から平成28年２月10日まで（必着）

５　意見書の提出方法

　　持参、郵送、ファクシミリ又は電子メール

６　意見書の提出先

　　福岡県環境部廃棄物対策課

　　（住所）　〒812－8577　福岡市博多区東公園７－７

　　（ファクシミリ）　092－643－3365

　　（電子メール）　　haiki@pref.fukuoka.lg.jp 
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30 ドルフ・シュタイナーの教育思想を基礎としながら、子どもたちが安心して過ごし

、成長していける場をつくるとともに、教師と親がともに学び続けていける場をつ

くることを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県都市公園条例施行規則（昭和52年福岡県規則第

27号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県建築都市部公園街路課に備え置きます。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　学校教育法等の一部を改正する法律（平成27年法律第46号）の制定に伴い、当然必

要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号

に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成28年１月26日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように実施するの

で、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（水準測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（ＧＮＳＳ測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所長から次のように公共測量を実施する

旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所長から次のように公共測量を実施する

旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より大野城市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

　福岡県環境審議会公告

　福岡県災害廃棄物処理計画に係る答申案に関し、審議会の答申に係る福岡県意見書提

出制度要綱（平成12年２月29日11行改推第92号）第２条第１項の規定により次のとおり

意見を募集しますので、意見書を提出される方は、別紙意見書の様式により、所定の期

間内に提出してください。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県環境審議会会長　浅　野　　直　人　　

１　意見募集の対象となる答申案

　　福岡県災害廃棄物処理計画に係る答申案

２　答申案

　答申案は、県民情報センター及び地区県民情報コーナーで閲覧に供するほか、イン

ターネットの福岡県ホームページに登載する。

３　答申案の閲覧場所

　⑴　閲覧場所

　　ア　県民情報センター（福岡市博多区東公園７－７　県庁行政棟内）

　　イ　北九州県民情報コーナー（北九州市小倉北区城内７－８　小倉総合庁舎内）

　　ウ　筑後県民情報コーナー（久留米市合川町1642－１　久留米総合庁舎内）

　　エ　筑豊県民情報センター（飯塚市新立岩８－１　飯塚総合庁舎内）

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県男女共同参画センター、福岡県人権啓発情報セ

ンター及び福岡県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成８年福

岡県規則第55号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課に備え置きます。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　学校教育法等の一部を改正する法律（平成27年法律第46号）の制定に伴い、当然必

要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号

に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成28年１月26日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成28年１月６日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人わつなぎ

　⑵　代表者の氏名

　　　福田　磯美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　築上郡吉富町大字幸子392番地４

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、地域の人々・全国・世界の人々との連帯を意識し、自然環境との共

生できる循環型社会に寄与しつつ、子育ての環境づくり、しょうがい児（者）の発

達の保障と生きがい・居場所づくりのための事業や、雇用確保のための条件整備に

かかわる事業を行う。同時に、失業者の雇用確保のために農業、林業、漁業、加工

業、および「地産地消」を軸とした産直型経済循環をになう流通のための事業を行

う。また、協働する仲間の連帯と絆づくりにつとめ、「人間が主人公」の社会に資

する活動を行い、社会全体の利益に寄与することを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成28年１月12日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　ＮＰＯ法人賢治の学校ふくおか

　⑵　代表者の氏名

　　　牧野　奈巳

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市宮司浜三丁目６番26号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、「子どもも大人も生きる希望のもてる社会づくり」を目指して、ル

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、岡垣町長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、福岡市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、大野城市乙金第二土地区画整理組合理事長から次のように公共測量を実施する旨

の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示

する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量、出来形確認測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　　オ　京築県民情報コーナー（行橋市中央１－２－１　行橋総合庁舎内）

　⑵　インターネットの福岡県のホームページアドレス

　　　http://www.pref.fukuoka.lg.jp

４　意見の提出期間

　　平成28年１月28日から平成28年２月10日まで（必着）

５　意見書の提出方法

　　持参、郵送、ファクシミリ又は電子メール

６　意見書の提出先

　　福岡県環境部廃棄物対策課

　　（住所）　〒812－8577　福岡市博多区東公園７－７

　　（ファクシミリ）　092－643－3365

　　（電子メール）　　haiki@pref.fukuoka.lg.jp 

実　施　地　域 実　施　期　間実　施　地　域 実　施　期　間

実　施　地　域 実　施　期　間

平成27年10月23日から
平成28年１月31日まで

北九州市若松区大字塩屋ほか

平成27年12月11日から
平成28年３月25日まで

柳川市、筑後市、大川市、みやま市（旧瀬高
町、旧高田町の区域）、大牟田市、三潴郡大
木町
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ドルフ・シュタイナーの教育思想を基礎としながら、子どもたちが安心して過ごし

、成長していける場をつくるとともに、教師と親がともに学び続けていける場をつ

くることを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県都市公園条例施行規則（昭和52年福岡県規則第

27号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県建築都市部公園街路課に備え置きます。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　学校教育法等の一部を改正する法律（平成27年法律第46号）の制定に伴い、当然必

要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号

に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成28年１月26日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように実施するの

で、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（水準測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（ＧＮＳＳ測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所長から次のように公共測量を実施する

旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所長から次のように公共測量を実施する

旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より大野城市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

　福岡県環境審議会公告

　福岡県災害廃棄物処理計画に係る答申案に関し、審議会の答申に係る福岡県意見書提

出制度要綱（平成12年２月29日11行改推第92号）第２条第１項の規定により次のとおり

意見を募集しますので、意見書を提出される方は、別紙意見書の様式により、所定の期

間内に提出してください。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県環境審議会会長　浅　野　　直　人　　

１　意見募集の対象となる答申案

　　福岡県災害廃棄物処理計画に係る答申案

２　答申案

　答申案は、県民情報センター及び地区県民情報コーナーで閲覧に供するほか、イン

ターネットの福岡県ホームページに登載する。

３　答申案の閲覧場所

　⑴　閲覧場所

　　ア　県民情報センター（福岡市博多区東公園７－７　県庁行政棟内）

　　イ　北九州県民情報コーナー（北九州市小倉北区城内７－８　小倉総合庁舎内）

　　ウ　筑後県民情報コーナー（久留米市合川町1642－１　久留米総合庁舎内）

　　エ　筑豊県民情報センター（飯塚市新立岩８－１　飯塚総合庁舎内）

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県男女共同参画センター、福岡県人権啓発情報セ

ンター及び福岡県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成８年福

岡県規則第55号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課に備え置きます。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　学校教育法等の一部を改正する法律（平成27年法律第46号）の制定に伴い、当然必

要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号

に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成28年１月26日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成28年１月６日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人わつなぎ

　⑵　代表者の氏名

　　　福田　磯美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　築上郡吉富町大字幸子392番地４

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、地域の人々・全国・世界の人々との連帯を意識し、自然環境との共

生できる循環型社会に寄与しつつ、子育ての環境づくり、しょうがい児（者）の発

達の保障と生きがい・居場所づくりのための事業や、雇用確保のための条件整備に

かかわる事業を行う。同時に、失業者の雇用確保のために農業、林業、漁業、加工

業、および「地産地消」を軸とした産直型経済循環をになう流通のための事業を行

う。また、協働する仲間の連帯と絆づくりにつとめ、「人間が主人公」の社会に資

する活動を行い、社会全体の利益に寄与することを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成28年１月12日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　ＮＰＯ法人賢治の学校ふくおか

　⑵　代表者の氏名

　　　牧野　奈巳

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市宮司浜三丁目６番26号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、「子どもも大人も生きる希望のもてる社会づくり」を目指して、ル

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、岡垣町長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、福岡市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、大野城市乙金第二土地区画整理組合理事長から次のように公共測量を実施する旨

の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示

する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量、出来形確認測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　　オ　京築県民情報コーナー（行橋市中央１－２－１　行橋総合庁舎内）

　⑵　インターネットの福岡県のホームページアドレス

　　　http://www.pref.fukuoka.lg.jp

４　意見の提出期間

　　平成28年１月28日から平成28年２月10日まで（必着）

５　意見書の提出方法

　　持参、郵送、ファクシミリ又は電子メール

６　意見書の提出先

　　福岡県環境部廃棄物対策課

　　（住所）　〒812－8577　福岡市博多区東公園７－７

　　（ファクシミリ）　092－643－3365

　　（電子メール）　　haiki@pref.fukuoka.lg.jp 

平成27年12月21日から
平成27年12月28日まで

みやま市瀬高町

実　施　地　域 実　施　期　間

平成27年12月４日から
平成28年３月15日まで

岡垣町（一部）

実　施　地　域 実　施　期　間

平成27年12月21日から
平成28年３月21日まで

福岡市東区地域

実　施　地　域 実　施　期　間

平成27年12月７日から
平成28年３月15日まで

北九州市八幡西区岩崎四丁目

実　施　地　域 実　施　期　間

平成28年１月18日から
平成28年５月31日まで

大野城市大字乙金、乙金東一丁目、乙金二丁
目
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雑　　　報

ドルフ・シュタイナーの教育思想を基礎としながら、子どもたちが安心して過ごし

、成長していける場をつくるとともに、教師と親がともに学び続けていける場をつ

くることを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県都市公園条例施行規則（昭和52年福岡県規則第

27号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県建築都市部公園街路課に備え置きます。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　学校教育法等の一部を改正する法律（平成27年法律第46号）の制定に伴い、当然必

要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号

に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成28年１月26日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように実施するの

で、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（水準測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（ＧＮＳＳ測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所長から次のように公共測量を実施する

旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所長から次のように公共測量を実施する

旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より大野城市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

　福岡県環境審議会公告

　福岡県災害廃棄物処理計画に係る答申案に関し、審議会の答申に係る福岡県意見書提

出制度要綱（平成12年２月29日11行改推第92号）第２条第１項の規定により次のとおり

意見を募集しますので、意見書を提出される方は、別紙意見書の様式により、所定の期

間内に提出してください。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県環境審議会会長　浅　野　　直　人　　

１　意見募集の対象となる答申案

　　福岡県災害廃棄物処理計画に係る答申案

２　答申案

　答申案は、県民情報センター及び地区県民情報コーナーで閲覧に供するほか、イン

ターネットの福岡県ホームページに登載する。

３　答申案の閲覧場所

　⑴　閲覧場所

　　ア　県民情報センター（福岡市博多区東公園７－７　県庁行政棟内）

　　イ　北九州県民情報コーナー（北九州市小倉北区城内７－８　小倉総合庁舎内）

　　ウ　筑後県民情報コーナー（久留米市合川町1642－１　久留米総合庁舎内）

　　エ　筑豊県民情報センター（飯塚市新立岩８－１　飯塚総合庁舎内）

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県男女共同参画センター、福岡県人権啓発情報セ

ンター及び福岡県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成８年福

岡県規則第55号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課に備え置きます。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　学校教育法等の一部を改正する法律（平成27年法律第46号）の制定に伴い、当然必

要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号

に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成28年１月26日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成28年１月６日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人わつなぎ

　⑵　代表者の氏名

　　　福田　磯美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　築上郡吉富町大字幸子392番地４

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、地域の人々・全国・世界の人々との連帯を意識し、自然環境との共

生できる循環型社会に寄与しつつ、子育ての環境づくり、しょうがい児（者）の発

達の保障と生きがい・居場所づくりのための事業や、雇用確保のための条件整備に

かかわる事業を行う。同時に、失業者の雇用確保のために農業、林業、漁業、加工

業、および「地産地消」を軸とした産直型経済循環をになう流通のための事業を行

う。また、協働する仲間の連帯と絆づくりにつとめ、「人間が主人公」の社会に資

する活動を行い、社会全体の利益に寄与することを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成28年１月12日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　ＮＰＯ法人賢治の学校ふくおか

　⑵　代表者の氏名

　　　牧野　奈巳

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市宮司浜三丁目６番26号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、「子どもも大人も生きる希望のもてる社会づくり」を目指して、ル

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、岡垣町長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、福岡市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、大野城市乙金第二土地区画整理組合理事長から次のように公共測量を実施する旨

の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示

する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量、出来形確認測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　　オ　京築県民情報コーナー（行橋市中央１－２－１　行橋総合庁舎内）

　⑵　インターネットの福岡県のホームページアドレス

　　　http://www.pref.fukuoka.lg.jp

４　意見の提出期間

　　平成28年１月28日から平成28年２月10日まで（必着）

５　意見書の提出方法

　　持参、郵送、ファクシミリ又は電子メール

６　意見書の提出先

　　福岡県環境部廃棄物対策課

　　（住所）　〒812－8577　福岡市博多区東公園７－７

　　（ファクシミリ）　092－643－3365

　　（電子メール）　　haiki@pref.fukuoka.lg.jp 

実　施　地　域 実　施　期　間

平成27年12月21日から
平成28年２月29日まで

糸島市前原中央

実　施　地　域 終　了　年　月　日

平成27年12月22日北九州市小倉南区曽根北町ほか

実　施　地　域 終　了　年　月　日

平成27年11月４日大野城市内一円
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ドルフ・シュタイナーの教育思想を基礎としながら、子どもたちが安心して過ごし

、成長していける場をつくるとともに、教師と親がともに学び続けていける場をつ

くることを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県都市公園条例施行規則（昭和52年福岡県規則第

27号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県建築都市部公園街路課に備え置きます。

　　平成28年１月26日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　学校教育法等の一部を改正する法律（平成27年法律第46号）の制定に伴い、当然必

要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号

に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成28年１月26日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第５条に規定する公共測量を次のように実施するの

で、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（水準測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（ＧＮＳＳ測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所長から次のように公共測量を実施する

旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所長から次のように公共測量を実施する

旨の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公

示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より北九州市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定に

より大野城市長から次のように公共測量を終了した旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び終了年月日

　福岡県環境審議会公告

　福岡県災害廃棄物処理計画に係る答申案に関し、審議会の答申に係る福岡県意見書提

出制度要綱（平成12年２月29日11行改推第92号）第２条第１項の規定により次のとおり

意見を募集しますので、意見書を提出される方は、別紙意見書の様式により、所定の期

間内に提出してください。

　　平成28年１月26日

　　　福岡県環境審議会会長　浅　野　　直　人　　

１　意見募集の対象となる答申案

　　福岡県災害廃棄物処理計画に係る答申案

２　答申案

　答申案は、県民情報センター及び地区県民情報コーナーで閲覧に供するほか、イン

ターネットの福岡県ホームページに登載する。

３　答申案の閲覧場所

　⑴　閲覧場所

　　ア　県民情報センター（福岡市博多区東公園７－７　県庁行政棟内）

　　イ　北九州県民情報コーナー（北九州市小倉北区城内７－８　小倉総合庁舎内）

　　ウ　筑後県民情報コーナー（久留米市合川町1642－１　久留米総合庁舎内）

　　エ　筑豊県民情報センター（飯塚市新立岩８－１　飯塚総合庁舎内）

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　福岡県行政手続条例（平成８年福岡県条例第１号）第37条第４項第８号の規定に基づ

き、意見公募手続を実施しないで福岡県男女共同参画センター、福岡県人権啓発情報セ

ンター及び福岡県総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成８年福

岡県規則第55号）の一部改正を行ったので、次のとおり公示します。

　なお、関連資料については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）

に掲載するほか、福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課に備え置きます。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　意見を募集しなかった理由

　学校教育法等の一部を改正する法律（平成27年法律第46号）の制定に伴い、当然必

要とされる規定の整理を行ったものであり、福岡県行政手続条例第37条第４項第８号

に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しなかったものです。

２　規則の公布日

　　平成28年１月26日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成28年１月６日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　特定非営利活動法人わつなぎ

　⑵　代表者の氏名

　　　福田　磯美

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　築上郡吉富町大字幸子392番地４

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、地域の人々・全国・世界の人々との連帯を意識し、自然環境との共

生できる循環型社会に寄与しつつ、子育ての環境づくり、しょうがい児（者）の発

達の保障と生きがい・居場所づくりのための事業や、雇用確保のための条件整備に

かかわる事業を行う。同時に、失業者の雇用確保のために農業、林業、漁業、加工

業、および「地産地消」を軸とした産直型経済循環をになう流通のための事業を行

う。また、協働する仲間の連帯と絆づくりにつとめ、「人間が主人公」の社会に資

する活動を行い、社会全体の利益に寄与することを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定に基づき、特定非

営利活動法人の定款変更の認証申請があったので、同条第５項において準用する同法第

10条第２項の規定により次のとおり公告する。

　　平成28年１月26日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成28年１月12日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　ＮＰＯ法人賢治の学校ふくおか

　⑵　代表者の氏名

　　　牧野　奈巳

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　福津市宮司浜三丁目６番26号

　⑷　定款に記載された目的

　この法人は、「子どもも大人も生きる希望のもてる社会づくり」を目指して、ル

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、岡垣町長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、福岡市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39条

において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、北九州市長から次のように公共測量を実施する旨の通知があったので、同法第39

条において準用する同法第14条第３項の規定により公示する。

　　平成28年１月26日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定に

より、大野城市乙金第二土地区画整理組合理事長から次のように公共測量を実施する旨

の通知があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公示

する。

　　平成28年１月26日

　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　公共測量（基準点測量、出来形確認測量）

２　測量の実施地域及び期間

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　　オ　京築県民情報コーナー（行橋市中央１－２－１　行橋総合庁舎内）

　⑵　インターネットの福岡県のホームページアドレス

　　　http://www.pref.fukuoka.lg.jp

４　意見の提出期間

　　平成28年１月28日から平成28年２月10日まで（必着）

５　意見書の提出方法

　　持参、郵送、ファクシミリ又は電子メール

６　意見書の提出先

　　福岡県環境部廃棄物対策課

　　（住所）　〒812－8577　福岡市博多区東公園７－７

　　（ファクシミリ）　092－643－3365

　　（電子メール）　　haiki@pref.fukuoka.lg.jp 
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▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県環境審議会公告

　福岡県廃棄物処理計画に係る答申案に関し、審議会の答申に係る福岡県意見書提出制

度要綱（平成12年２月29日11行改推第92号）第２条第１項の規定により次のとおり意見

を募集しますので、意見書を提出される方は、別紙意見書の様式により、所定の期間内

に提出してください。

　　平成28年１月26日

　　福岡県環境審議会会長　浅　野　　直　人　　

１　意見募集の対象となる答申案

　　福岡県廃棄物処理計画に係る答申案

２　答申案

　答申案は、県民情報センター及び地区県民情報コーナーで閲覧に供するほか、イン

ターネットの福岡県ホームページに登載する。

３　答申案の閲覧場所

　⑴　閲覧場所

　　ア　県民情報センター（福岡市博多区東公園７－７　県庁行政棟内）

　　イ　北九州県民情報コーナー（北九州市小倉北区城内７－８　小倉総合庁舎内）

　　ウ　筑後県民情報コーナー（久留米市合川町1642－１　久留米総合庁舎内）

　　エ　筑豊県民情報センター（飯塚市新立岩８－１　飯塚総合庁舎内）

　　オ　京築県民情報コーナー（行橋市中央１－２－１　行橋総合庁舎内）

　⑵　インターネットの福岡県のホームページアドレス

　　　http://www.pref.fukuoka.lg.jp

４　意見の提出期間

　　平成28年１月28日から平成28年２月10日まで（必着）

５　意見書の提出方法

　　持参、郵送、ファクシミリ又は電子メール

６　意見書の提出先

　　福岡県環境部廃棄物対策課

　　（住所）　〒812－8577　福岡市博多区東公園７－７

　　（ファクシミリ）　092－643－3365

　　（電子メール）　　haiki@pref.fukuoka.lg.jp 
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